
令和 年 月 日

秩 父 市 長 　 様

（大・昭・平） 年 月 日

被相続人からみた続柄：　配偶者 ・ 子 ・ その他（　　　　　）

<未登記家屋をお持ちの方へ>

　備考

相　続　人　代　表　者　指　定　届
兼 固 定 資 産 現 所 有 者 申 告 書

相続人代表者 住　　　所
( 納税通知書の送付先となる方 )

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　名

生年月日

電　　　話

フ　　リ　　ガ　　ナ

氏            名

死  亡  時  の       
住所又は居所

死 亡 年 月 日 平　成　・　令　和　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

相続登記の予定の有無 　□ 完了　　　□ 予定あり（　　　　年　　　　月頃）　　　□ 当面の間予定なし

※ この届出は、相続の権利を放棄したり、登記簿（法務局）の名義人が変更になる等の届出ではあり
   ません。あくまでも納税に関する代表者であり、最終的に決定される相続人と同一人である必要は
   ありません。

※ 相続放棄をした場合には、家庭裁判所が発行する「相続放棄受理通知書」の写しを必ずご提出くだ
   さい。

　相続人代表者以外の方を未登記家屋の納税義務者（所有者）にする場合、固定資産補充課税台帳変更届（未
登記物件所有者変更届）によって新たな納税義務者（所有者）を届け出て下さい。

相続人代表者コード コード作成 入力 確認

固定資産税・都市計画税
市民税・県民税
軽自動車税（種別割）
国民健康保険税

　被相続人に係る徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く）および還付に関する書類を受領する代表者を、地方税法
第９条の２第１項の規定によりお届けします。また、相続登記が完了するまでの間、この相続人を秩父市税条例
第７４条の３に基づき、地方税法第３８４条の３に規定する現所有者とすることを申告します。
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